
筑前町こども計画(案)へのパブリックコメント実施について

町では、こども・若者施策を総合的・計画的に推進するため、「こども計画」（令和８年度～令和11年度）を策定します。この計画は、昨年度策定した「第３期筑前町子ども・子育て支援事業計画」と整合性を図り、その内容を計画の一部として包含しています。また、子育てをしている保護者、教育・保育に関する事業の従事者、学識経験者で構成される「筑前町子ども・子育て会議」の委員の意見を踏まえて策定したものです。
この度、計画の素案をとりまとめましたので、町民の皆さまのご意見を募集します。

１．募集期間
令和８年１月20日（火）～２月６日（金）まで

２．意見を提出できる人（以下のいずれかに該当する人）
町内在住の人
町内に通勤・通学している人
町内に事務所・事業所を有する法人その他団体
上記以外で筑前町に税金を納めている人

３．閲覧場所
町ホームページ、子育て支援アプリ、こども課、子育て支援センターあいあい・たんぽぽ

４．意見の提出方法
意見書に「氏名、住所、電話番号」を明記のうえ、電子メール・郵便・ＦＡＸ・こども課持参のいずれかにて提出してください。

５．その他留意事項
（１）電話や来庁による口頭での意見受付は行っていません。
（２）匿名や無記名による受付はいたしません。
（３）郵送の場合は、募集期間内（必着）に提出してください。
（４）ご意見についての個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
（５）検討の結果、意見の概要及び意見に対する町の考え方や案を修正したときは、その内容を公表します。
（６）提出されたご意見や個人情報は、目的以外には使用しません。
（７）本計画は令和８年４月より事業開始のため、緊急に意見を募集する必要があります。そのため、行政手続法第40条の規定に基づき30日以内の期間で募集させていただくことについて、ご理解・ご了承のほどお願いします。

６．問合せ先
[bookmark: _GoBack]筑前町役場こども課児童福祉係（℡0946-42-6581）

